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８月30日から｢特別警報｣が始まりました
　気象庁はこれまで、大雨、地震、津波、高潮など
により重大な災害の起こるおそれがある時に、警報
を発表して警戒を呼びかけていました。
　これに加え、この警報の発表基準をはるかに超え
る豪雨や大津波等が予想され、重大な災害の危険性
が著しく高まっている場合、新たに「特別警報」を
発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。

【問い合わせ先】青森地方気象台　防災業務課　電話017-741-7413
気象庁ホームページ　http://www.jma.go.jp

　特別警報が発表されたら、経験したことのないよ
うな異常な現象が起きそうな状況です。ただちに命
を守る行動をとってください。 
　この数十年間災害の経験が無い地域でも、災害の
可能性が高まっています。油断しないでください。
　特別警報が発表されないからといって安心するこ
とは禁物です。警報や注意報は、これまでどおり発
表されます。大雨等においては、時間を追って段階
的に発表される気象情報、注意報、警報を活用して、
早め早めの行動をとることが大切です。

　特別警報は、地域住民に対して、他の警報などの
防災気象情報と同様に、市町村やテレビ・ラジオな
どのマスメディアを通じて伝えられます。

 気象等に関する特別警報の発表基準
現象の種類 基準

大　雨

台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量となる
大雨が予想され、もしくは、数十年に一度の強度の
台風や同程度の温帯低気圧により大雨になると予想
される場合

暴　風

数十年に一度の強度の台
風や同程度の温帯低気圧
により

暴風が吹くと予想される
場合

高　潮 高潮になると予想される
場合

波　浪 高波になると予想される
場合

暴風雪 数十年に一度の強度の台風と同程度の温帯低気圧に
より雪を伴う暴風が吹くと予想される場合

大　雪 数十年に一度の降雪量となる大雪が予想される場合

 津波・火山・地震(地震動)に関する特別警報の発表基準
現象の種類 基準

津　波
高いところで３メートルを超える津波が予想され
る場合
（大津波警報を特別警報に位置づける）

火山噴火

居住地域に重大な被害を及ぼす噴火が予想される
場合
（ 噴火警報（噴火警戒レベル4以上）および噴火
警報（居住地域）を特別警報に位置づける）

地　震
(地震動)

震度６弱以上の大きさの地震動が予想される場合
（ 緊急地震速報（震度6弱以上）を特別警報に位
置づける）

平成26年度母子および寡婦福祉資金予約貸付について
　高等学校、専門学校や大学等に進学予定のお子さん、または修業施設に入所を希望するお子さんをお持ち
の母子および寡婦の方に対し、経済的自立を助成するため、福祉資金予約貸付の受付を行いますので、資金
の借り受けを希望される方は、下記事項をご確認のうえ申請してください。なお、他の奨学金（県奨学金、
日本学生支援機構等）と重複する場合は、特に必要と認められる場合のみ申請は可能です。

対　 象　 者　 平成26年4月に高等学校等へ進学または修業施設に入所を希望するお子さんを現に扶養
している配偶者のない女子等

貸付の対象となる資金　就学支度資金、修学資金、修業資金
申 請 方 法　 申請には原則として連帯保証人が必要となり、申請後に面接調査があります。申請書類

等は市役所福祉課にあります。
受 付 期 限　平成25年11月1日(金）から平成26年1月31日(金）まで

【申し込み・問い合わせ先】福祉課　電話42-2111（内線233）

「特別警報」が発表されたら
身を守るために最善を尽くしてください

「特別警報」はさまざまな方法で伝えられます

「特別警報」の種類と発表基準

テレビ ラジオ インターネット

広報車

防災無線



年金情報年金情報年金情報

広報つがる 2013.10月号15

｢社会保険料(国民年金保険料)控除証明書｣が発行されます
年末調整・確定申告まで大切に保管を

　国民年金保険料は、所得税および住民税の申告において全額社会保険料控除の対象になりま
す。その年の1月1日から12月31日までに納付した保険料が対象です。この社会保険料控除を
受けるためには、納付したことを証明する書類の添付が必要です。
　このため、平成25年1月1日から9月30日までの間に国民年金保険料を納付された方については、「社会保
険料(国民年金保険料)控除証明書」が平成25年11月上旬に日本年金機構から送付されますので、確定申告の
際には必ずこの証明書（または国民年金保険料の領収証書）を添付してください。
　また、平成25年10月1日から12月31日までの間に国民年金保険料を納付された方については平成26年の
2月上旬に送付されます。
　なお、ご家族の国民年金保険料を納付された場合も、ご本人の社会保険料控除に加えることができますので、
ご家族宛に送られた控除証明書を添付のうえ申告してください。

「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」についての照会先
控除証明専用ダイヤル　電話0570-070-117（ナビダイヤル）
＜受付期間＞平成25年11月1日（金）～平成26年3月14日（金）
　　　　　（第２以外の土曜・日曜・祝日・12月29日～1月3日を除く）
＜受付時間＞　○月　曜　日　8時30分～19時（月曜日が祝日の場合は翌火曜日は19時まで）
　　　　　　　○火～金曜日　8時30分～17時15分
　　　　　　　○第２土曜日　9時30分～16時

移動年金相談日　日時　毎月第4水曜日10時～15時
　　　　　　　　　　　（10/23   11/27   12/25   1/22   2/26   3/26）
　　　　　　　　場所　つがる市役所２階相談室　
　　　　　　　　※事前の予約が必要です。　弘前年金事務所　お客様相談室　電話0172-27-1309

【問い合わせ先】市民課　電話42-2111（内線261・267）　　弘前年金事務所　電話0172-27-1337

平成25年秋の火災予防運動　 実施期間　10月21日(月)～10月27日(日)

平成25年度全国統一標語「消すまでは　心の警報　ＯＮのまま 」
　暖房機器の使用などにより火災が発生しやすい季節を迎え、防火意識を高めて火災の発生を防止するため、
秋の火災予防運動を実施します。つがる市では、平成18年６月から住宅用火災警報器の設置が義務化されて
います。まだ設置されていないご家庭は、購入し設置するようお願いします。

ガソリン携行缶の取り扱い不注意による事故が発生しています。
①ガソリンは気温が-40℃でも気化して小さな火源でも引火し、爆発的に燃焼する物質です。
②灯油用ポリエチレン缶にガソリンを入れることは非常に危険です。
③セルフスタンドでは利用者が自ら容器にガソリンを入れることはできません。
④ガソリンを容器に入れて保管することは極力控えてください。
⑤携行缶使用時は取扱説明書をよく読み、適正な取り扱いをしてください。

【問い合わせ先】つがる市消防本部　予防課　電話42-7744

平成25年1月から8月までのつがる市内の火災発生状況
防災に関する書道展

期日：10月22日（火）～27日（日）
場所：イオンモールつがる柏　サウスモール１階
内容： つがる市内の小学生が応募した防災に関する

習字作品（282点）を展示

建物火災　　 12件
火災件数
17件

林野火災　　 2件
車両火災　　 2件
その他の火災 1件
 負傷者：１人、死者：２人



つがるブランド農産物を使った料理を紹介します。

KOS（若手農村女性の会）提供

生姜がきいたさわやかゼリー

【材料】
・りんご　1個
・レモン汁　大さじ１
・生姜汁　小さじ１
・ゼラチン　10g（水：大さじ3）
・はちみつ　大さじ2
・水　500ml
・砂糖　小さじ1

【作り方】
① りんごは皮をむき、芯を取って１～2cm角に切る。
②  鍋にりんご、水、はちみつ、砂糖、レモン汁、生姜汁を入れ、火
にかけて10分間煮る。

③ 大さじ３の水でふやかしたゼラチンを入れ溶かす。
④ あら熱が取れたら型に入れて冷蔵庫で冷やす。

　稲わらを焼却する時に発生する煙は、人に害を与え、地球温暖化の原因
である二酸化炭素を多量に含んでおり、走行している車の視界の妨げにも
なります。
　稲わらは貴重な資源です。わら焼きをやめて、土作りや畜産農家へ提供
するなど有効活用に取り組み、環境にやさしい農業を推進しましょう。

稲わらも大事な資源、有効に活用しましょう

【問い合わせ先】農林水産課　電話42ｰ2111（内線414）
　　　　　　　 農林水産課水田農業対策係　電話25ｰ3911

わら焼きは
環境に悪影響

◇ぜんそくで苦しんでいる赤ちゃんや高齢者がいます

◇視界を失った道路は交通事故誘発の危険があります

◇商品や製品に影響を与え、困っている事業者がいます

国際交流フェア
　姉妹都市の紹介や外国文化を体験できるイベントで
す。異文化に触れ合い、国際交流を楽しみませんか。
日時：10月27日（日）10時～15時
場所：生涯学習交流センター「松の館」
内容： ワールド・フード・コーナー
　　　（世界各国の料理の試食）
　　　ワールド・ドリンク・コーナー
　　　（世界各国の飲物の試飲）
　　　世界のお土産が当たるビンゴゲーム
　　　世界のミネラルウォーターきき水ゲーム
　　　ハロウィーンバルーン作り体験
　　　姉妹都市交流紹介・PRコーナー
【問い合わせ先】つがる市姉妹都市協会(企画調整課内）

電話42-2111（内線351）

　国土利用計画法に基づく大規模土地取引には届出が必
要となります。届出が必要な土地取引は次のとおりです。
●取引の形態
　 売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、共有持
分の譲渡等
●取引の規模
　①都市計画区域　　　　　　 5,000㎡以上
　②都市計画区域以外の区域　10,000㎡以上
　土地の取得者は、契約を締結した日を含めて２週間以
内に届出が必要です。
　なお制度の詳細については青森県県土整備部監理課の
ホームページに掲載されています。
http://www.pref.aomori.lg.jp/kotsu/build/todokede.html

大規模な土地取引には届出が必要です

【問い合わせ先】企画調整課　電話42-2111（内線353）
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11月３日（日）、４日（月） 前期
◆舞台公演部門(会場：生涯学習交流センター｢松の館｣）
　　　　　11月３日（日）　　　　　　　　　　　 　 　　　11月４日（月）
　　　９：００　開会行事　　　　　　　　　　　　　　　　９：３０　大正琴琴友会
　　　９：４０　つがる宝生会（謡曲）　　　　　　　　　 １０：３０　柏健康レクダンス
　　１０：４０　つがる逍遙会（日舞）　　　　　　　　　 １１：３０　つがる秀宝会（日舞）
　　１１：４０　紬の会（着付け）　　　　　　　　　　　 １３：００　コーラス ｢華｣
　　１３：００　大正琴津軽名和会　　　　　　　　　　　１４：００　藤瑩会（日舞）
　　１４：００　華丘レクダンスサークル　　　　　　　　１５：００　車力京和会（日舞）
　　１５：００　山百合会（日舞）　　　　　　　　　　　 １６：１０　童謡「蕾の会」
　　１６：００　稲垣レクダンスサークル　　　　　　　　１７：２０　木造カラオケ教室
　　　　　　　　稲垣カラオケ教室   

◆盆栽部門(会場：生涯学習交流センター｢松の館｣ロビー) ････ 11月3日(日)・4日(月)9時～17時
　 ●森田菊の会

◆囲碁大会[西北市町対抗囲碁大会](会場：稲垣公民館) ･･････ 11月4日(月)9時30分～16時

11月16日（土）、17日（日） 後期
◆展示部門(会場：木造中央公民館) ･････････ 11月16日(土)9時～17時・17日(日)9時～15時
　写　真　●木造写真倶楽部　　●森田写真クラブ　●車力写真クラブ
　書　道　●書の会「玉華」　　 ●車力書道会　　　●流石書道研究会　　●双龍書道会　●清影書道会
　絵　画　●木造チャーチル会　●ひば切り絵の会　●稲垣木版画サークル
　生　花　●生け花流生派　　　●車力末生流　　　●牡丹の会　　　　　●浅草遠州一濤流木造支部
　手工芸　●つがるこよりの会　●柏サークル　　　●車力末生流　　　　●牡丹の会
　その他　●つがる縄文の会　　●津軽凧（柏）

◆舞台公演部門(会場：稲垣交流センター ) ････････････････････ 11月17日(日)9時～15時
　市内各団体

◆茶道(会場：稲垣公民館) ･･･････････････････････････････････････ 11月17日(日)10時～15時
　●稲垣茶道表千家サークル

【問い合わせ先】つがる市文化団体協議会事務局　鶴賀善宏　電話・FAX26-3472

第９回つがる市総合文化祭第９回つがる市総合文化祭




